
ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
八
九

◎
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
活
動
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定

　
（
略
称
）
ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

	

平
成
二
十
五
年
　
四
月
二
十
九
日
　
モ
ス
ク
ワ
で
署
名

	

平
成
二
十
五
年
　
四
月
二
十
九
日
　
効
力
発
生

	

平
成
二
十
五
年
　
五
月
二
十
二
日
　
告
示

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
外
務
省
告
示
第
一
八
三
号
）

　
　
目
　
　
　
次
　	

ペ
ー
ジ 

　

前
　
　
　
文		

	

六
九
一
　
　
　

第
　
一
　
条
　
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
及
び
ロ
シ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
置		

	

六
九
一
　
　
　

第
　
二
　
条
　
問
題
解
決
の
た
め
の
協
力		

	

六
九
二
　
　
　

第
　
三
　
条
　
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
目
的		

	

六
九
二
　
　
　

第
　
四
　
条
　
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動		

	

六
九
二
　
　
　

第
　
五
　
条
　
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
へ
の
自
由
な
参
加		

	

六
九
三
　
　
　

第
　
六
　
条
　
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
監
督		

	

六
九
四
　
　
　

第
　
七
　
条
　
職
員
等
の
査
証
発
給
申
請
へ
の
好
意
的
な
検
討		

	

六
九
四
　
　
　

第
　
八
　
条
　
文
化
セ
ン
タ
ー
の
銀
行
口
座
の
開
設
等		

	

六
九
四
　
　
　

第
　
九
　
条
　
交
渉		

	

六
九
四
　
　
　

第
　
十
　
条
　
効
力
発
生
及
び
終
了		

	

六
九
四
　
　
　

末
　
　
　
文		

	

六
九
五
　
　
　



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
一

前
　
　
文

日
本
文
化

セ
ン
タ
ー

及
び
ロ
シ

ア
文
化
セ

ン
タ
ー
の

設
置



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
二

文
化
セ
ン

タ
ー
の
活

動
目
的

文
化
セ
ン

タ
ー
の
活

動 問
題
解
決

の
た
め
の

協
力



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
三

文
化
セ
ン

タ
ー
の
活

動
へ
の
自

由
な
参
加



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
四

職
員
等
の

査
証
発
給

申
請
へ
の

好
意
的
な

検
討

文
化
セ
ン

タ
ー
の
銀

行
口
座
の

開
設
等

交
　
　
渉

効
力
発
生

及
び
終
了

文
化
セ
ン

タ
ー
の
活

動
の
監
督



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
五

末
　
　
文



ロ
シ
ア
と
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
置
協
定

六
九
六

（
参
考
）

　
こ
の
協
定
は
、
ロ
シ
ア
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
国
に
文
化
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、

ま
た
、
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
内
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


